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宍道（鹿島）断層 活断層の特性（ ① ）

宍道（鹿島）断層 活断層の可能性のある構造（ Ｐ １ ）

・中国地域の長期評価（H28年7月）（10）において，当社が評価する宍道断層の東方延長に，活断層の可能性のある構造（P1）が記
載されているが，これは活断層の可能性があるものの，活断層としての証拠が揃っていないことから評価から外したとされてい
る。また，活断層の可能性のある構造（P1）については，重力異常による構造不連続，島根半島東部の地形的特徴等により，東
延長の海陸境界付近には，地質構造が連続する可能性があるものの，活断層としての活動性については詳細なデータが不足し判
断できていないとされている。
・その後，中国地域の予測震度分布（H28年12月）（11）において，宍道（鹿島）断層の断層長さについては，21km（Ｍ7.0）に設定されて
いる。

せっとうこく

１．文献調査 （１）宍道断層

中国地域の長期評価（H28年7月）
第443回審査会合
資料1 P20 再掲
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３ ．宍道断層の評価

各地点の調査結果

変動地形
学的調査

下宇部尾付近 下宇部尾東 森山北，森山 森山（造成地） 宇井～福浦 福浦～地蔵崎
美保関町
東方沖合い

南講武付近ではＡランクの変位地形・
リニアメントが認められるものの，長
海町～下宇部尾の間では，大局的に
は東方に向かってＢランクからＤラン
クへ移行し，谷の屈曲量・屈曲率も同
様に，大局的には東方に向かって次
第に小さくなる傾向が認められる。

Ｃランク及びＤランクの変位地形・リニアメントが認められるものの，左に屈曲する谷または直線状の谷が複数認め
られ，谷の屈曲率に一定の規則性は認められず，系統的ではない。

変位地形・リニアメントは
認められない。また，島根
半島東部の南縁に後期更
新世以降の隆起を示す海
成段丘面は分布しない。

―

地質調査，
音波探査

【下宇部尾西トレンチ（北），下宇部尾
西トレンチ（南），下宇部尾トレンチ】
・トレンチ調査の結果，断層は認めら
れない。

【下宇部尾北トレンチ】
・トレンチ調査の結果，断層が認めら
れ，上載地層に含まれる火山灰は再
堆積したものであるとも考えられるこ
とから，後期更新世以降の断層活動
を完全には否定できない。

・ボーリング調査の
結果，変位地形・リ
ニアメント等に対応
する断層は認められ
ない。
・はぎ取り調査の結
果，断層は認められ
ない。
また，ボーリング調
査の結果，貫入岩
及び貫入境界付近
に，貫入後の断層活
動は認められない。

【森山北】
・ピット調査等の結
果，断層が認められ
るものの，後期更新
世以降の断層活動
は認められない。

【森山】
・トレンチ調査等の
結果，断層は認めら
れるものの，後期更
新世以降の断層活
動は認められない。
・はぎ取り調査等の
結果，断層は認めら
れるが，ボーリング
調査等の結果，断
層の連続性は乏し
い。
更に，反射法地震探
査の結果，基盤岩
上面等には断層活
動を示唆する変位
や変形は認められ
ない。

・地表地質踏査等の結果，
複数の断層が認められる。
露頭観察及び室内試験の
結果，横ずれ優勢の条線
も認められたが，その他は
全て縦ずれ優勢の条線で
あった。
また，断層露頭の連続性・
活動性評価※の結果，後
期更新世以降の断層活動
は認められないと考えられ
るが，上載地層が存在し
ないため，最新活動時期
の確定には至っていない。

※連続性・活動性評価
・森山（造成地）の複数の
断層と，森山トレンチ調査
等の断層は，共通的な特
徴より，鹿野・吉田(1985) 
による断層に対応する一
連の断層と考えられる。
・よって，森山（造成地）の
複数の断層は，森山トレン
チ調査等の結果より，後
期更新世以降の断層活動
は認められないと考えられ
る。

【高尾山南側（北）】
・地表地質踏査（Loc.T-1）の結果，断層が認
められる。縦ずれ優勢の条線が確認され，
東西圧縮応力場として推定されるすべり角
の計算結果とは対応しないが，上載地層が
存在しないため，最新活動時期の確定には
至っていない。
・ピット調査（Loc.T-2，Loc.T-3）の結果，断
層は認められない。

【高尾山南側（南）】
・ピット調査（Loc.T-4）の結果，断層は認めら
れない。
・採石場に２条の断層が認められる。これら
の断層に対応する変位地形・リニアメントは
認められず，破砕幅の大きい断層は固結・
密着しているが，上載地層が存在しないた
め，最新活動時期の確定には至っていない。

【高尾山西側】
・地表地質踏査の結果，変位地形・リニアメ
ントの通過位置付近において断層は認めら
れない。
・道路沿いに断層が認められる。断層面が
密着しており，破砕は認められないが，上載
地層が存在しないため，最新活動時期の確
定には至っていない。
・採石場に２条の断層が認められる。いずれ
も固結・密着しており，変位量が大きい断層
は上部の泥岩に変位や変形は認められない
ため，後期更新世以降の断層活動は認めら
れないと考えられる。

【福浦～地蔵崎】
・島根半島東部の褶曲に
ついて，分水界と背斜軸
の対応関係は系統的では
ない。また，陸域の地質状
況から直接的に褶曲の活
動時期を評価することは
困難であるものの，音波
探査の結果，後期更新世
以降の断層活動を示唆す
る変位や変形は認められ
ない。
したがって，島根半島東
部の褶曲に後期更新世以
降の断層活動は認められ
ないと考えられる。

【境水道～美保湾】
・地形的特徴を活用し実
施できた美保関港では陸
海境界を横断する音波探
査の結果，後期更新世以
降の断層活動は認められ
ない。
しかしながら，境水道～美
保湾の陸海境界において
は十分な音波探査が実施
できない。

・島根半島の東
方延長部を南北
に延長し，かつ
稠密な測線間隔
による浅部から
深部の音波探
査の結果，後期
更新世以降の
断層活動は認
められない。

重力異常
分布

明瞭な重力異常（重力コンターの急傾斜部）が認められる（注）。
（注）重力異常に関する検討の結果，重力コンターの急傾斜部付近において後期更新世以降の断層活動は認められない。また，重力コンターの急傾斜部は，新第三紀中新世に形成
された断層に伴う構造的な落差を反映したものと考えられる。

明瞭な重力異常
（重力コンターの
急傾斜部）は認
められない。

第491回審査会合
資料2 P139 加筆・修正

下宇部尾東（宍道断層：H28.1.29審査会合時の評価長さ：約25km）
美保関町東方沖合い（宍道断層：中国地域の長期評価（H28年7月）の公表以降の追加調査を含む全ての調査結果を踏まえた評価長さ：約39km）
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中海
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鹿島町
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南講武男島
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古浦～十六島沿岸付近

美保
坂浦

[西端]
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宍道断層の評価長さ：約39km
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従来の評価長さ：約25km

美
保
関
町
東
方
沖
合
い

・変動地形学的調査（変位地形・リニアメントの有無，谷の屈曲量・屈曲率等の検討）の結果，下宇部尾以東では，南講武付近と比べて，断
層活動性が低下している。

・下宇部尾東におけるボーリング調査及びはぎ取り調査，森山におけるトレンチ調査等の結果，後期更新世以降の断層活動は認められないも
のの，更に東方の森山から地蔵崎における地質調査の結果，陸域において一部断層を除き上載地層がないこと，また，陸海境界において十分な
調査が実施できないことから，後期更新世以降の断層活動が完全には否定できない。

・美保関町東方沖合いでは，島根半島の東方延長部を南北に横断し，かつ稠密な測線間隔による浅部から深部の地質・地質構造に関する音波
探査の結果，後期更新世以降の断層活動は認められない。

：後期更新世以降の断層活動が認められない

：後期更新世以降の断層活動が認められる

：後期更新世以降の断層活動が完全には否定できない

凡 例 （調査地点）

：「中国地域の長期評価（H28年７月）」における活断層の可能性のある構造（P1）

追加調査の結果，上載地層（後期更新世の地層）がない
ため，最新活動時期の確定には至っていない

美保湾

地蔵崎

美保関港

第491回審査会合
資料2 P140 加筆・修正

以上のことから，音波探査により精度や信頼性のより高い調査結果が得られており，かつ，明瞭な重力異常が認められないことを確認している「美保
関町東方沖合い」を東端とし，宍道断層の評価長さを約39kmとする。

福浦以東においては，変位地
形・リニアメントは認められない。

下宇部尾以東においては，Ｃランク及びＤ
ランクの変位地形・リニアメントが認められる
ものの，左に屈曲する谷または直線状の谷
が複数認められ，谷の屈曲率に一定の規則
性は認められず，系統的でない。

３ ．宍道断層の評価

宍道断層の評価
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島根原子力発電所

※1 第226回審査会合（H27.5.15）における鳥取沖西部断層の評価長さ
※2 第95回審査会合（H26.3.19）における鳥取沖東部断層の評価長さ

国交省断層（最大規模の津波想定のための断層のグルーピング）
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４．鳥取沖の断層の評価 （３）鳥取沖西部断層と鳥取沖東部断層との関係

鳥取沖の断層評価（まとめ）

・鳥取沖の断層（鳥取沖西部断層及び鳥取沖東部断層）について，重力異常水平勾配値と後期更新世以降の断層活動性の関係は認めら
れない。
・後期更新世以降の断層活動が認められる断層は，高角度の横ずれ断層と考えられる。また，両断層の離隔区間についても，後期更新世
以降の活動は認められないものの，高角度の横ずれ断層が確認される。
・両断層は，離隔距離等の関係から連動する可能性は極めて低いと考えられるが，国交省報告書や調査精度を踏まえ，連動を考慮するこ
ととしている。
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水平勾配図及び
鉛直1次微分図

島根原子力発電所

3
0km

境水道

宍道湖
中海松江市

Ｆ
－
Ａ

鉛直１次微分のゼロコンター

中海北岸付近

Ｓ28

重力異常・地質構造から推定された構造不連続（P1）
（中国地域の長期評価（H28年7月））

日本重力データベースDVD版（地質調査総合センター編（2013））ブーゲー異常
グリッドデータ（グリッド間隔1,000m，密度：2.67g/cm3，陸域・海域）を用いて作成

注）重力異常水平勾配＝tan-1

（1,000mあたりの重力変化量（mgal/m））

後期更新世以降の活動を

考慮しない断層または撓曲

凡例

海域

後期更新世以降の活動を

考慮する断層または撓曲

陸域 中海

断層及び断層名
（破線は推定断層）Ｆ－Ｃ

美保関町東方沖合い
において，明瞭な重力異
常は認められない。

宍道断層の評価長さ：約39km

鳥取沖西部断層

５．宍道断層と鳥取沖西部断層の間の地質構造に関する検討 （１）重力異常に関する検討

重力異常に関する検討結果

（従来の評価長さ：約25km）

・重力コンターの鉛直１次微分のゼロコンターの位置と概ね対応する中海北部のF-B，F-C断層及び美保関町東方沖
合いのS28断層について，音波探査結果に基づき， D2層上面変位量分布図（時間断面）を作成した結果，D2層上面変
位量は，東方に向かって小さくなる傾向が認められる。
・中海北岸付近に認められる重力コンターの急傾斜部は，上記断層に伴う基盤の落差を反映したものと考えられる。
・基盤の落差に焦点を当てた重力データ解析を行った結果，解析値は重力変化（日本の重力データベース（地質調査
総合センター編，2013））を概ね表現している。
以上のことから，美保関町東方沖合いにおいて，明瞭な重力異常は認められない。
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断層想定位置
（傾斜延長）
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A

B3

C

B2

S30

・エアガン記録において認められたS30断層は，ブーマー記録においてB3層下部に変形が認
められるが，B3層上部以上に断層活動を示唆する変位や変形は認められない。
・エアガン記録において認められたS28断層は，ブーマー記録においてB2層以上に断層活動を
示唆する変位や変形は認められない。

S31

Ｂ

Ｄ1Ｄ1

S28想定位置
（ｴｱｶﾞﾝM6測線で確認された断層）

M6
[エアガン・マルチ]

S28

10km50

M
6

N
o
.2
B
M

宍道断層の評価長さ：約39km

B1

５．宍道断層と鳥取沖西部断層の間の地質構造に関する検討 （２）断層活動性に関する検討

美保関町東方沖合い（M6測線とNo.2BM測線 音波探査解析図） 第226回審査会合
資料3 P57 加筆・修正
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下宇部尾東

福浦

宇井
森山北

森山
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鳥取沖西部断層

複数の音源・測線による浅部から深部の地質・地質構造に関す
る音波探査の結果，宍道断層の東端測線（No.3.5測線）から鳥取
沖西部断層の西端測線（No.1，M5測線）の区間において，後期更
新世以降の断層活動は認められないことを再確認した。
なお，境水道から美保湾の陸海境界においては十分な音波探
査が実施できないものの，地形的特徴を活用し陸海境界を横断
する音波探査を実施した美保関港では，後期更新世以降の断層
活動は認められない。

Ｐ１

中国電力㈱音波探査測線（エアガン・マルチチャンネル）
M5

500

（2014年調査）

（2014年調査）

（2014年調査）

原子力安全・保安院音波探査測線
（ブーマー及びウォーターガン・マルチチャンネル）（2008年調査）

JNS-IBM,MS

500

鉛直１次微分のゼロコンター

鹿野・吉田(1985)及び鹿野・中野
(1985)による伏在断層
（宍道断層の海域のみ記載）

重力異常・地質構造から推定された構造不連続（P1）
（中国地域の長期評価（H28年7月））

音波探査の結果，複数の音源・
測線において後期更新世以降
の断層活動は認められない。
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５．宍道断層と鳥取沖西部断層の間の地質構造に関する検討 （２）断層活動性に関する検討

断層活動性に関する検討結果

美保関町

東方沖合い

N
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離隔距離
約6km

調査地点
：後期更新世以降の断層活動が認められない
：後期更新世以降の断層活動が完全には否定できない

宍道断層の評価長さ：約39km

（従来の評価長さ：約25km）
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標高（ｍ）
S29断層及びS32撓曲は，大局的には東北
東－西南西方向の走向を示すが，西側延長
部には，D2層（中新統）の高まりが存在し，こ
れを横断する断層は確認されない。

・D2層（中新統）上面は，大局的には地蔵崎周辺で浅く，更に東側では深い傾向が認められる。
・地蔵崎東方のD2層（中新統）の高まりは，S28断層及びS30断層を境にD2層上面深度の落差が認められることから， これらの断層の南北
圧縮応力場（中期中新世頃～後期中新世頃）における逆断層運動に伴い，北上がりの構造を形成したと考えられる。
・後期更新世以降の断層活動が認められるS29断層及びS32撓曲は，大局的には東北東－西南西方向の走向を示し横ずれセンスを呈する
が，西側延長部では， D2層の高まりを横断する断層は確認されない。また， S29断層及びS32断層について，その南側に分布するS30断層
を横断する断層は確認されない。
・以上のことから，後期更新世以降の断層活動が認められるS29断層及びS32撓曲は，後期更新世以降の断層活動が認められないS28断
層及びS30断層と地質構造が異なると考えられる。

５．宍道断層と鳥取沖西部断層の間の地質構造に関する検討 （３）詳細地質構造に関する検討

Ｄ２層上面深度と断層分布の関係（Ｄ２層上面等深線図）

N
o
.2.5

S29断層及びS32断層について，
その南側に分布するS30断層を横
断する断層は確認されない。

宍道断層の評価長さ：約39km
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鳥取沖西部断層

Ｐ１

鉛直１次微分のゼロコンター

鹿野・吉田(1985)及び鹿野・中野
(1985)による伏在断層
（宍道断層の海域のみ記載）

重力異常・地質構造から推定された構造不連続（P1）
（中国地域の長期評価（H28年7月））

中国電力㈱音波探査測線（エアガン・マルチチャンネル）
M5

500

（2014年調査）

（2014年調査）

（2014年調査）

原子力安全・保安院音波探査測線
（ブーマー及びウォーターガン・マルチチャンネル）（2008年調査）

JNS-IBM,MS

500

美保関町

東方沖合い

美保湾

詳細地質構造に関する検討の
結果，西側延長部のD2層の高ま
り及び南側のS30断層により規
制され，これらを横断する断層
は認められない。

（１）重力異常に関する検討
美保関町東方沖合いにおいて，明瞭な重力異常は認められない。
（２）断層活動性に関する検討
複数の音源・測線による浅部から深部の地質・地質構造に関する音波探査の結果，
宍道断層の東端測線（No.3.5測線）から鳥取沖西部断層の西端測線（No.1，M5測線）
の区間において，後期更新世以降の断層活動は認められないことを再確認した。
（３）詳細地質構造に関する検討
S29断層及びS32撓曲は，両断層間において，B2層（中部更新統）上面に横ずれ断層
として特徴的な地層の盛り上がりがわずかに認められるものの，西端延長部では，断
層活動を示唆する構造は認められない。
S29断層及びS32撓曲は，後期更新世以降の断層活動が認められるものの，西側延
長部のD2層（中新統）の高まり及び南側の後期更新世以降の断層活動が認められな
いS30断層により規制され，これらを横断する断層は確認されない。

音波探査の結果，宍道断層と
鳥取沖西部断層の間に後期更
新世以降の断層活動は認めら
れない。

宍道断層で認められる明瞭な
重力異常は，鳥取沖西部断層へ
連続しない。

調査地点
：後期更新世以降の断層活動が認められない
：後期更新世以降の断層活動が完全には否定できない

宍道断層の評価長さ：約39km

５．宍道断層と鳥取沖西部断層の間の地質構造に関する検討

（４）検討結果（まとめ）

（従来の評価長さ：約25km）
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６．まとめ

宍道断層と鳥取沖西部断層の連動評価

上記の検討結果より，宍道断層と鳥取沖西部断層は連動しないものと考えられる。
宍道断層と鳥取沖西部断層の連動評価

・宍道断層（中海北岸付近）では，明瞭な重力異常が認められるが，その東方の美保関町東方沖合いでは，明瞭な重力異常は認められない。
・更に東方の鳥取沖西部断層では，重力異常水平勾配値はわずかに大きい傾向が認められるものの，明瞭な重力異常は認められない。
・以上のことから，宍道断層で認められる明瞭な重力異常は，鳥取沖西部断層へ連続しない。

宍道断層で認められる明瞭な重力異常は，鳥取沖西部断層へ連続しない

・鳥取沖西部断層は，宍道断層と鳥取沖西部断層の間のD2層（中新統）の高まり及び南側の後期更新世以降の断層活動が認められないS30断層により規制
され，これらを横断する断層は確認されない。

詳細地質構造に関する検討の結果，D2層（中新統）の高まり及びS30断層を横断する断層は認められない

・宍道断層と鳥取沖西部断層の間では，複数の音源・測線による浅部から深部の地質・地質構造に関する音波探査の結果，後期更新世以降の断層活動は
認められない。

音波探査の結果，宍道断層と鳥取沖西部断層の間に後期更新世以降の断層活動は認められない

宍道断層と鳥取沖西部断層の間の地質構造

・変動地形学的調査（変位地形・リニアメントの有無，谷の屈曲量・屈曲率の検討）の結果，下宇部尾以東では，南講武付近と比べて，断層活動性が低下して
いる。
・地質調査の結果，下宇部尾東及び森山では，後期更新世以降の断層活動は認められないものの，更に東方において一部断層を除き上載地層がないこと
等から，後期更新世以降の断層活動が完全には否定できない。
・美保関町東方沖合いでは，島根半島の東方延長部を南北に横断し，かつ稠密な測線間隔による浅部から深部の地質・地質構造に関する音波探査の結果，
後期更新世以降の断層活動は認められない。
・以上のことから，音波探査により精度や信頼性のより高い調査結果が得られており，かつ，明瞭な重力異常が認められないことを確認している美保関町東
方沖合いの「Ｎｏ．３．５測線」を東端とする。

宍道断層の末端性状及び東端評価

・音波探査の結果，鳥取沖西部断層の西端付近では，雁行・分岐し，変形量が小さくなる傾向が認められ，横ずれ断層の末端部付近を示唆する性状を示し，
中央部付近と比べて，断層活動性が低下している。
・複数の音源・測線による浅部から深部の地質・地質構造に関する音波探査の結果，後期更新世以降の断層活動は認められないことを確認している「Ｎｏ．１
測線」を西端とする。

鳥取沖西部断層の末端性状及び西端評価

宍道断層及び鳥取沖西部断層の評価


